
１ 平成 28 年４月の本市総合事業開始により平成 28 年度の予防給付から総合事業への

移行期間が終了し、平成 29 年度から全ての要支援者の方が、訪問介護・通所介護が本

市総合事業の訪問型サービス・通所型サービスとして利用されています。 

また、本市では、事業開始にともない訪問型サービスについては、新たに要支援者等

の生活援助に特化した訪問介護事業所の従事者「かわさき暮らしサポーター」養成研修

の開始、通所型サービスについては、本市独自の「介護予防短時間通所サービス」の事

業者指定を開始しサービス提供が行われています。 

(1) 川崎市総合事業によるサービス利用件数

４ 川崎市 介護予防・日常生活支援総合事業について 

Ⅰ これまでの取組み 
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(2) かわさき暮らしサポーター関係

ア かわさき暮らしサポーター養成研修 指定研修実施法人数

平成 28 年９月 ２法人 

⇒ 平成 30 年４月 ９法人（見込）

イ かわさき暮らしサポーター養成研修 修了者数

（かわさき暮らしサポーター養成研修 リーフレット） 

暮らサポリーフレットは、 

図書館 

ハローワーク

市民館などで配布するほか、 

「介護予防いきいきフェア」等の

イベントでも配布しています。

また、市政だよりにも適宜研修の

ご案内を掲載しています。 
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(3) 介護予防短時間通所サービス関係

ア 介護予防短時間通所サービス 指定事業者数

平成 28 年４月 ２事業所 

⇒ 平成 30 年４月 ８事業所（見込）

イ 介護予防短時間通所サービス利用件数

（川崎市介護予防短時間通所サービス リーフレット） 

29 年 10 月から 
独自リーフレット配布開始

介護予防短時間通所サービスの 

リーフレットは、

要支援認定を受けた方や 

「事業対象者」の判定が行われた方 

に配布しております。 
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２  総合事業によるサービスでは、要支援認定を受けている方のほか、地域包括支援セン

ターで実施する基本チェックリストによりサービスを利用する必要があると判定され

た方の区分である「事業対象者」が新設され、この判定がなされた方は、総合事業によ

るサービスのみの利用が可能となっています。 

  （介護保険法施行規則第 140 条の 62 の４第２号） 

(1)「事業対象者」の介護保険被保険者証の例 

（2) 本市「事業対象者」数 
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１  平成 29 年 12 月 15 日付「第 7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（かわさき

いきいき長寿プラン）（案）における川崎市介護予防・日常生活支援総合事業について」

等でお伝えしているとおり、第 7期かわさきいきいき長寿プラン（平成 30 年度～32 年

度）（案）における本市総合事業のサービスにつきましては、平成 29 年度と同様のサー

ビス類型にもとづき継続して実施する予定としております。 

   また、サービス単位等については、平成 30 年度介護報酬改定を踏まえた介護予防・

日常生活支援総合事業において国が定める単価の見直しとして、平成 30 年２月９日付

厚生労働省老健局事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単

価」について」が発出され、単価改正が平成 30 年 10 月 1 日に予定されています。 

（1)  第 7 期かわさきいきいき長寿プラン（平成 30 年度～32 年度）（案）における 

本市総合事業のサービス（平成 29 年 12 月 1 日公表版） 

Ⅱ 平成３０年４月以降の川崎市総合事業のサービスについて 
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（2) 平成 30 年２月９日付厚生労働省老健局事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事

業における「国が定める単価」について」（以下、国通知）

２  本市においては、訪問型サービス、通所型サービスについて、本市総合事業における

これまでの取組や国の単価改正や新たな加算創設等を踏まえ次のとおり実施する予定

です。 
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（1) 介護予防訪問サービス（訪問型サービス）

① 本市平成 30 年４月施行（予定）

ア サービス提供責任者の役割の明確化（国通知）

○サービス提供責任者の役割について以下の見直しを行う。

ア 介護予防訪問サービスの現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る

気付きをサービス提供責任者から地域包括支援センター等のサービス関係者に情報

共有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する。

イ 介護予防訪問サービス事業者は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメ

ント実施者に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行って

はならない旨を明確化する。

② 本市平成 30 年 10 月施行（予定）

ア 生活機能向上連携加算の見直し（国通知）

○介護予防訪問サービスの生活機能向上連携加算について、自立支援・重度化防止に

資する介護を推進するため、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリ

ハビリテーション専門職や医師が訪問して行う場合についても評価するとともに、

評価を充実する（生活機能向上連携加算（Ⅱ））。

○加えて、リハビリテーション専門職等が利用者宅を訪問することが難しい場合にお

いても、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、

・外部の介護予防通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職等からの助言（ア

セスメント・カンファレンス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた

上で個別サービス計画を作成すること

・当該リハビリテーション専門職等は、介護予防通所リハ等のサービス提供の場に

おいて、又はＩＣＴを活用した動画等により、利用を定期的に行うことを評価する

（生活機能向上連携加算（Ⅰ）※新設）。

＜現行＞  ＜改定後＞ 

生活機能向上連携加算 100 単位/月       生活機能向上連携加算（Ⅰ）100 単位/月

 （新設）

生活機能向上連携加算 100 単位/月       生活機能向上連携加算（Ⅱ）200 単位/月
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イ 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬（国通知）

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について、建物の範囲等を見直す。 

＜現行＞ ＜改定後＞ 

減算等の

内容 
算定要件 算定要件 

10％減算

①事業所と同一敷地内又は隣接す

る敷地内に所在する建物（養護老

人ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅に限る）に居住する者 

②上記以外の範囲に所在する建物

（建物の定義は同上）に居住する

者（当該建物に居住する利用者の

人数が 1 月あたり 20 人以上の場

合）

①事業所と同一敷地内又は隣接する

敷地内に所在する建物に居住する者

②上記以外の範囲に所在する建物（建

物の定義は同上）に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数

が 1月あたり 20人以上の場合）

※15％減算の創設、区分支給限度基準

額の対象外化については、総合事業へ

の適用は行わない。

ウ 生活援助の担い手の拡大（国通知・かわさき暮らしサポーター関係）
○訪問介護において創設される生活援助中心型研修の修了者について、本市総合事業の介護予

防訪問サービス（生活援助特化型）においても従事することを可能とする。

○研修機関のヒアリング等、意見を踏まえ、かわさき暮らしサポーター養成研修カリキュラム

等の見直しを行い、生活援助に従事する者に必要な知識等のさらなる向上を図る。

○かわさき暮らしサポーター養成研修実施機関数の増加やカリキュラム等の見直しに伴う

訪問介護事業所における同行訪問やＯＪＴ等、人材養成について報酬による評価を行う。

（かわさき暮らしサポーター養成研修カリキュラム改定案） 

「⇒＿」は改定後の内容を示す。

領

域

項

目 

講義の項目 内容 履修 

時間数 

講

義

１ 高齢者を支える保健福祉施策 介護保険制度の動向と介護保険外のサービ

スについて

60分 

⇒40 分

２ サービス提供の基本的視点 秘密保持と人権の尊重、基本的態度、自立に

向けた支援 

30 分 

３ 介護（ホームヘルプサービス）概論 生活援助の理解 20 分 

⇒60 分

４ 認知症の理解 

⇒認知症等高齢者の特徴と対応

認知症への理解 

⇒認知症への理解と高齢者がかかりやすい

病気と特徴 

60 分 

⇒80 分
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実

技

演

習

５ 利用者の理解とコミュニケーション 対人援助の技術と実技 

（⇒一部について同行訪問による演習に）

90分 

⇒60 分

６ 介護技術入門 緊急時の対応方法 30 分 

同行訪問 
２回以上 

⇒２回以上かつ合計 90 分以上 

ＯＪＴ研修※新設 60 分程度 

（かわさき暮らしサポーター養成に対する加算の創設） 

かわさき暮らしサポーター（以下暮らサポ）養成研修を実施している事業者で、暮らサポがサ

ービス提供を行った場合、所定単位数を初回加算に加えて本市独自の「生活援助人材養成加

算」の算定を可能とする（予定）。 

 ＜新設＞ 

   （仮称）生活援助人材養成加算 ○○○単位※ 

                   ※単位数は平成30年10月施行予定の「国が定める単価」の状況を踏まえ設定します。 

エ その他の予定事項 

ア 同一週において、有資格者によるサービスと暮らサポ研修修了者によるサービスをともに

提供した場合の報酬区分（併用利用する場合の報酬区分）の創設（予定） 

イ「（仮称）生活援助人材養成加算」や「同一週における併用利用した場合の報酬区分」の対応

のほか、これまでの実績等から算定方法の簡素化を図るため、平成 30年 10 月施行予定の「国

が定める単価」に併せて、サービス種別コードの変更を予定 

＜厚生労働省事務連絡（介護保険事務処理システム変更に係る参考資料から抜粋）＞ 

種類 種類名 内容 種類 種類名 内容 

Ａ２ 訪問型 

サービス

（独自）

市町村が単位数・地域単価を

規定するサービス種類。単位

数・地域単価以外の内容は国

が規定する内容とする 

Ａ３ 訪問型 

サービス 

（独自/定率）

市町村が独自に内容を規定

するサービス種類。利用者

負担は定率（本市では保険

給付に準じます） 

かわさき暮らしサポーター養成研修＜改定のポイント＞ 

○「生活援助の理解」「認知症等高齢者の特徴と対応」について履修時間を拡充

○ 同行訪問やＯＪＴといった、より現場経験についての研修に重点化

○ 介護保険制度の動向等は、研修機関の負担軽減のため、本市制作ＤＶＤによる受講を可能に 

○ 改定カリキュラムに対応した本市制作の標準テキストを作成予定（平成 30 年 6 月頃予定）
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（2)  介護予防通所サービス（通所型サービス） 

① 本市平成 30 年４月施行（予定） 

ア 機能訓練指導員の確保の推進（国通知） 

○機能訓練指導員の確保を推進し、利用者の心身の機能の維持を推進する観点から、

機能訓練指導員の対象資格（※）に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加

する。 

  一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練

指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する

者とする。 

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー

ジ指圧師 

イ 設備に係る共有の明確化（国通知） 

○通所型サービスと訪問型サービスが併設されている場合で、利用者へのサービス提

供に支障がない場合は、 

  ・基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能 

  ・基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能 

 であることを明確にする。その際、併設サービスが訪問型サービスである場合に限

らず、共用が認められない場合を除き、共用が可能であることを明確にすることと

する。 

② 本市平成 30 年 10 月施行（予定） 

ア 生活機能向上連携加算の創設（国通知） 

○外部の介護予防通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所型サー

ビス事業所等を訪問し、共同でアセスメントを行い個別機能訓練計画等を作成する

ことを評価する。 

  ＜新設＞ 

   生活機能向上連携加算 200 単位/月 

   ※運動器機能向上加算を算定している場合は 100 単位/月 

※本市では平成 30 年 10 月までに、介護予防通所サービス実施事業者が介護給付における通所介護及び地

域密着型通所介護について当該加算の届出があった場合は、介護予防通所サービスの加算届出があった

ものをみなす規定を設ける予定です。 
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イ 栄養改善の取組の推進（国通知） 

○栄養改善加算について、管理栄養士 1 名以上の配置が要件とされている現行の取扱

いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。具体的には、当該

事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、医療機関・栄養ケア・ステーショ

ン）との連携により管理栄養士を１名以上確保していること。 

  ＜現行＞               ＜改定後＞ 

   栄養改善加算 150 単位/月       変更なし 

○管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護予防

ケアマネジメントの実施者等に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を

創設する。具体的には、サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中６か月ごとに

栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報（医師・歯科医師・

管理栄養士等への相談提言を含む。）を介護予防ケアマネジメントの実施者等に文

書で共有した場合に算定する。 

＜現行＞     ＜改定後＞ 

   なし       栄養スクリーニング加算 ５単位/回（新設） 

            ※６月に１回を限度とする。 

（3)  介護予防短時間通所サービス（通所型サービス） 

① 本市平成 30 年４月施行（予定） 

介護予防通所サービスと同様となります。 

② 本市平成 30 年 10 月施行（予定） 

介護予防通所サービスと同様とすることを前提とし、単位数については平成 30 年

10 月施行予定の 「国が定める単価」の状況を踏まえ設定します。 

※上記のほか、現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直しに伴う 3割負担に対応し

たサービスコードの設定を行う予定です。 
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（4)  訪問型・通所型サービス共通事項 

  ① 様式第二の三「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書」の項目追加（国通知） 

「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」（平成 12 年

３月７日厚生省令第 20号）の様式第二の三「介護予防・日常生活支援総合事業費明

細書（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）」につ

いて、社会福祉法人等による軽減欄を追加する改正を行い、各処理のシステム改善を

行う。 

（様式第二の三…変更案） 
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② 保険給付の見直しに伴う総合事業の変更点※

次については、保険給付の見直し同様、総合事業においても変更が行われる予定です。

ア 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し

イ 高額介護予防サービス費相当事業の見直し

ウ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業の見直し

※国や国保連合会のシステム改修の状況等により変更となる場合があります。

③ 介護職員処遇改善加算の見直し※（国通知）

○介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさない事業者

に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の

取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止することとする。その際、一

定の経過措置期間を設けることとする。

○その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の

区分の取得について積極的な働きかけを行うこととする。

※単位数は平成 30年 10 月施行予定の「国が定める単価」の状況を踏まえ設定します。
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